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社員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境整備を行うため、次のように行

動計画を策定する。 

 

１．計画期間   ２０２６年 4 月 1 日 ～ ２０３１年３月３１日までの５年間 

 

２．内  容 

目標１:計画期間における男性の育児休業取得率を 30％以上とする 

スケジュール 

●２０２６年４月～ 育児休業制度その他利用可能な休暇制度について給与電子明細書の

お知らせ欄に掲載し周知する。 

●２０２６年１０月～ 管理職を対象に、育児休業制度や育児休暇制度を取得希望する部下

に対する対応について研修を実施する。 

 

目標２:フルタイム労働者の法定時間外・法定休日労働時間の平均を各月 30 時間未満とする 

スケジュール 

●２０２６年４月～ 個別の法定時間外・法定休日労働時間を管理職に通達し、対策を検

討する。 

●２０２６年１０月～   法定時間外・法定休日労働が多い社員への実態確認と所属⾧に 

おけるヒアリングを実施し、対策の検討を行う。 

●２０２７年３月～ 社内報等による社員への周知を行う。 

 

目標３:若年者に対するインターンシップ等の就業体験機会の提供 

スケジュール  

 ●２０２６年４月～ 高校生の受入体制について各高校へ案内開始 

 ●２０２６年７月～ 受入を行う営業所への説明及び体制づくり実施 

 ●２０２６年１０月～ 関係行政機関、学校との連携 

 ●２０２６年１０月～ インターンシップ受入拡充開始実施後、体験者のアンケート等による成果

の確認を行い、次年度に繋げる 

次年度以降ＰＤＣＡサイクルを回していく。 

以上 


